
 令和７年 教育委員会 

 

第22回 定例会 議事日程 
 

                  令和７年12月23日（火） 

                                         

 

第１ 議 案 

【 子ども支援課 】 

（１）議案第 50 号「千代田区立幼稚園使用条例施行規則の一部を改正する規則」  

【 指導課 】 

（１）議案第 51 号「義務教育等教育特別手当に関する規則の一部を改正する規

則」 

（２）議案第 52 号「幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正

する規則」 

 

第２ 報 告 

【 文化振興課 】 

（１）千代田区文化芸術プラン（第５次）の素案について 

【 生涯学習・スポーツ課 】 

（１）千代田区スポーツ振興基本計画の素案について 

【 子ども総務課 】 

（１）区立学校・園 卒業式及び入学式等について 

【 子育て推進課 】 

（１）千代田区児童手当事務処理規則の一部改正について 

（２）物価高対応子育て応援手当の概要 

（３）令和７年度こども誰でも通園制度試行的事業申込み状況報告 

（４）事業所内保育所の閉所について  

【 指導課 】 

（１）いじめ、不登校、はくちょう教室の利用状況（11 月） 

（２）外国籍の児童入学等に関わる保護者説明会資料 

（３）学習障害等のある子どもたちへの適切な指導及び必要な支援の早期実

施について 

 

 

 



 

第３ その他 

【 子ども総務課 】 

（１）教育委員会行事予定表  

（２）広報千代田（１月５日号、１月20日号） 
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義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正について 

 

 

 

１ 趣旨 

教育公務員特例法の一部改正に伴い、幼稚園教育職員の給与に関する条例が改正

され、義務教育等教員特別手当について、教育委員会規則で定める校務の種類を考慮

する旨定めることとなったことから、関連する教育委員会規則の改正を行う。 

 

 

２ 改正内容  

第２条において校務を分掌する職員の義務教育等教員特別手当の額を定め、第２条

の次に、第２条の２を新設し、校務の種類を幼稚園教育職員が行う全ての種類と定める。 

 

 

３ 新旧対照表  

  別紙のとおり 

 

 

４ 施行期日 

  令和８年１月１日 

教育委員会資料 

令和７年１２月２３日 

指 導 課 
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議案第51号 

義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

義務教育等教員特別手当に関する規則（平成12年千代田区教育委員会規則第17号）の一部を次の

ように改正する。 

新（改正後） 旧（現 行） 

（義務教育等教員特別手当の月額） （義務教育等教員特別手当の月額） 

第２条 次条に規定する校務を分掌する職員の義

務教育等教員特別手当の月額は、その者の属す

る職務の級及びその者の受ける号給に対応する

別表に掲げる額（その者が、地方公務員法（昭

和25年法律第261号。以下「法」という。）第22

条の４第１項又は第22条の５第１項の規定によ

り採用された職員（以下「定年前再任用短時間

勤務職員」という。）であるときは、その者の

属する職務の級に対応する同表に掲げる額に、

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例（平成12年千代田区条例第34号。以下

「勤務時間条例」という。）第３条第３項の規

定により定められたその者の勤務時間を同条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額））とする。 

第２条 義務教育等教員特別手当の月額は、その

者の属する職務の級及びその者の受ける号給に

対応する別表に掲げる額（その者が、地方公務

員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）

第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定

により採用された職員（以下「定年前再任用短

時間勤務職員」という。）であるときは、その

者の属する職務の級に対応する同表に掲げる額

に、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例（平成12年千代田区条例第34号。

以下「勤務時間条例」という。）第３条第３項

の規定により定められたその者の勤務時間を同

条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額（その額に１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額））とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第110号）第10条第３項の規定により同

条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受

けた職員（同法第17条の規定による短時間勤務

をすることとなった職員を含む。）であって、

次条に規定する校務を分掌するものの義務教育

等教員特別手当の月額は、前項の規定にかかわ

らず、同項の規定による義務教育等教員特別手

当の月額に、勤務時間条例第３条第２項の規定

により定められたその者の勤務時間を同条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第110号）第10条第３項の規定により同

条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受

けた職員（同法第17条の規定による短時間勤務

をすることとなった職員を含む。）の義務教育

等教員特別手当の月額は、前項の規定にかかわ

らず、同項の規定による義務教育等教員特別手

当の月額に、勤務時間条例第３条第２項の規定

により定められたその者の勤務時間を同条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）とする。 

（校務の種類）  

第２条の２ 条例第31条第２項の教育委員会規則

で定める校務の種類は、条例第２条に規定する

幼稚園教育職員が行う全ての園務とする。 

 

  

備 考 

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）に対応する改正前の欄中下

線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）がない場合には、当該改正後部分を加える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年１月１日から施行する。 



 

 

 

幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正について 

 

 

１ 趣 旨 

国による教員給与の見直しを踏まえ、東京都は教員特殊業務手当を見直すこととなっ

た。東京都との均衡等も踏まえ、特別区においても教員特殊業務手当の見直しを行うこ

ととし、関連する教育委員会規則の改正を行う。 

 

２ 改正内容  

（１）業務の程度 

 改正前 改正後 

週休日、休日及び

代休日 

終日に及ぶ程度 

（日中７時間４５分以上） 

半日程度 

（日中４時間以上） 

その他の日 正規の勤務時間に引き続き

午後１１時まで 

正規の勤務時間に引き続き

午後９時まで 

午前２時から午前８時まで 午前４時から午前８時まで 

 

（２）支給額 

従事した業務 
支給額 

改正前 改正後 

幼児の負傷、疾病等に伴う救急の業務 ７，５００円 ８，０００円 

幼児に対する緊急の補導業務 ７，５００円 ８，０００円 

 

３ 新旧対照表  

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

  令和８年１月１日 

教育委員会資料 

令和７年１２月２３日 

指 導 課 



1/2 

議案第52号 

幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則（平成12年千代田区教育委員会規則第13号）の一部

を次のように改正する。 

新（改正後） 旧（現 行） 

（教員特殊業務手当の支給額等） （教員特殊業務手当の支給額等） 

第２条 教員特殊業務手当の支給の対象となる条

例第17条第２項に規定する教育委員会規則で定

める程度は、別表第１のとおりとする。 

第２条 教員特殊業務手当の支給の対象となる条

例第17条第２項に規定する教育委員会規則で定

める程度は、別表第１のとおりとする。 

２ 条例第17条第３項に規定する教員特殊業務手

当の額は、別表第２左欄に掲げる支給範囲に応

じ、同表右欄に定める額とする。 

２ 条例第17条第３項に規定する教員特殊業務手

当の額は、別表第２左欄に掲げる支給範囲に応

じ、同表右欄に定める額とする。 

  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 業務

に従

事す

る日 

幼稚園教育職員の勤務

時間、休日、休暇等に

関する条例（平成12年

千代田区条例第34号）

に規定する週休日、休

日及び代休日 

その他の日   業務

に従

事す

る日 

幼稚園教育職員の勤務

時間、休日、休暇等に

関する条例（平成12年

千代田区条例第34号）

に規定する週休日、休

日及び代休日 

その他の日  

 業務

の程

度 

１ 半日程度（日中４

時間以上） 

１ 正規の勤

務時間に引

き続き午後

９時まで 

  業務

の程

度 

１ 終日に及ぶ程度

（日中７時間45分以

上） 

１ 正規の勤

務時間に引

き続き午後

11時まで 

 

 ２ １と同程度 ２ 午前４時

から午前８

時まで 

  ２ １と同程度 ２ 午前２時

から午前８

時まで 

 

  ３ １又は２

と同程度 

   ３ １又は２

と同程度 

 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

 支給範囲 支給額   支給範囲 支給額  

 職員が、幼稚園の管理下に

おいて行う非常災害時等の緊

急業務で次に掲げる業務に従

事したとき。 

   職員が、幼稚園の管理下に

おいて行う非常災害時等の緊

急業務で次に掲げる業務に従

事したとき。 

  

 １ 非常災害時における幼児

の保護又は緊急の防災若し

くは復旧の業務に従事した

とき。 

日額 8,000円   １ 非常災害時における幼児

の保護又は緊急の防災若し

くは復旧の業務に従事した

とき。 

日額 8,000円  

 ２ 特に被害が甚大な災害発

生時における幼児を含む避

難住民の救援業務に従事し

たとき。 

日額 16,000

円 

  ２ 特に被害が甚大な災害発

生時における幼児を含む避

難住民の救援業務に従事し

たとき。 

日額 16,000

円 

 

 ３ 幼児の負傷、疾病等に伴

う救急の業務に従事したと

き。 

日額 8,000円   ３ 幼児の負傷、疾病等に伴

う救急の業務に従事したと

き。 

日額 7,500円  

 ４ 幼児に対する緊急の補導

業務に従事したとき。 

日額 8,000円   ４ 幼児に対する緊急の補導

業務に従事したとき。 

日額 7,500円  
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備 考 

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）に対応する改正前の欄中下

線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）がない場合には、当該改正後部分を加える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前の勤務に係る教員特殊業務手当のうち施行

日以後に支給するものについては、なお従前の例による。 

 

 



千代田区文化芸術プラン（第５次）の素案について 

 

１ 計画策定の趣旨 

本プランは、平成 16 年に制定した「千代田区文化芸術基本条例」の第６条に基づ

き、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために策定したものであ

る。「千代田区文化芸術プラン（第４次）」の終了に伴い、外部委員を中心とした推

進委員会で聴取した意見を基に「千代田区文化芸術プラン（第５次）」の素案を策定

した。 

 

２ 検討経過及び今後のスケジュール 

令和７年４月 第４次プラン期間の

事業実施状況及び評

価確認調査 

 

令和７年５月 27日 第１回推進委員会 （1）第４次評価結果確認 

（2）第５次素案検討 等 

令和７年７月 31日 第２回推進委員会 

（1）第５次素案検討 

（2）策定スケジュール確認 等 

令和７年９月 19日 第３回推進委員会 

令和７年 10 月 31 日 第４回推進委員会 

令和８年１月５～26 日 パブリックコメント  

令和８年３月 改定計画策定  

 

３ 主な内容 

（1）基本目標について 

  千代田区文化芸術基本条例第１条に示される目的「文化芸術を通じて豊かな区の

未来を拓く」を本プランの基本目標とし、「心豊かな日常生活が送れる美しいまちの

実現」「文化芸術のエネルギーがあふれるまちの実現」の２つを目指すべき姿とす

る。 

（2）重点目標について 

  千代田区文化芸術基本条例第７条に基づき、「保存し伝える」「創る」「育てる」の

３つの柱を重点目標とする。 

教 育 委 員 会 資 料  

令和７年 12 月 23 日  

地域振興部文化振興課  


